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【審査申諸課題】

院内がん登録全国収集データの二次利用、オプトアウト機会の提供について

5 2 申

【審査課題の概要】

院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)によ
り、院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第四百七十号)に即して行うことと
されている。提出元が保持する対応表が無い限り個人が識別できない状態のデータとして
国立がん研究センターに提出されているが、その二次的な利用については拒否(オプトア
ウト)の機会が提供されている。
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